
審議会における検討

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業
日本語教育に関する教材等のコンテンツを共有し，インターネッ

トを通じて横断的に利用できるシステムである「ＮＥＷＳ」を運用
するとともにコンテンツの充実を図る

○日本語教育推進会議

関係府省及び関係機関等による会議の開催を通じて，日本語教育
に関する情報の共有化等を図る

○地域日本語教育実践プログラム

・「標準的なカリキュラム案」等の活用による取組

「標準的なカリキュラム案」等に準拠し，地域の実情に応じた
日本語教育の実施，人材養成及び教材作成を支援

・地域資源の活用・連携による総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加を促しつつ日本語
教育を実施する取組や，日本語教育に関する地域における連携
体制を構築・強化する取組等を支援

○地域日本語教育コーディネーター研修

一定の経験を有し，日本語教育プログラムの編成やその実施に
必要な連携・調整に携わっている者等を対象に研修を実施

○日本語教育研究協議会
「標準的なカリキュラム案」等を相互に有効に活用する方法を解説
したハンドブックを活用し，東京と大阪で協議会を開催
○都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修
地域における日本語教育に係る施策等の企画・立案能力の育成・

向上を目的とした研修を実施
○都道府県政令指定都市日本語教育推進会議
今後の連携のあり方等について議論するため，都道府県政令指定
都市の担当者を構成員とする会議を開催

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における検討
｢生活者としての外国人」に対する日本語教育について，①「標準的なカリキュラム案｣(平成22年5月)，②「活用のためのガイドブック｣(平成23年1月)，③「教材例集｣，④「日本語

能力評価｣(平成24年1月)及び⑤「日本語指導力評価｣(平成25年2月)を取りまとめ。［平成25年度以降，周知・活用を図る。］

また，日本語教育小委員会の下に設置した課題整理に関するワーキンググループにおいて，⑥「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について(報告)｣(平成25年2

月)，日本語教育小委員会において⑦｢日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について(報告)｣(平成26年1月)を取りまとめ。

平成28年２月には，「地域における日本語教育の推進に向けて－地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について－」（報告）を取りまとめ。

平成28年度からは，日本語教育人材の養成・研修の在り方について検討を行っており，日本語教育人材の養成・研修のモデルカリキュラム等を平成29年度中に取りまとめる予定。

具体的な事業の実施
「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業

省庁連携日本語教育基盤整備事業
条約難民及び第三国定住難民に対する定住支援策として

日本語教育を外部に委託して実施
平成29年度から第三国定住難民の定住先として地方への

受入れを促進することとなったことから，定住先の地方公
共団体及び支援団体と連携し，第三国定住難民のための通
信教材の活用を含む定住後の日本語学習支援体制の構築を
支援

○日本語教育に関する実態調査

日本語教育実施機関・施設等に関する実態を把握

するための調査を実施

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究

日本語教育小委員会での１１の論点の検討結果を踏まえた日本語

教育を推進する調査研究を実施

日本語教育に関する調査及び調査研究

条約難民及び第三国定住難民に対する
日本語教育

（29年度予算額 151百万円）
30年度要求額 119百万円

（29年度予算額 43百万円）
30年度要求額 43百万円

（29年度予算額 8百万円）

30年度要求額 8百万円

（29年度予算額 4百万円）

30年度要求額 4百万円

（29年度予算額 5百万円）

30年度要求額 5百万円
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外国人に対する日本語教育の推進 （29年度予算額 211百万円）
30年度要求額 325百万円

○地域日本語教育スタートアッププログラム

日本語教育のノウハウを有していない自治体に対し，アドバイ

ザーの派遣等の支援を実施

○日本語学習教材の開発・提供

日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対し，インター

ネット等を活用した日本語学習教材（ＩＣＴ教材）を開発・提供

○空白地域解消推進協議会

日本語教室がない自治体を対象に先進事例等を紹介し，日本語教

室の設置を促進

「誰もが学べる日本語」推進事業（新規）

30年度要求額 52百万円

文化審議会国語分科会が日本語教育人材の資質・能力の
向上を図ることを目的として，今年度末に策定予定の「日
本語教育人材の養成に必要となる教育内容及びモデルカリ
キュラム」と「現職日本語教員の研修に必要となる教育内
容」の普及を図るため，以下の事業を実施

○日本語教育の人材養成プログラム開発事業
文化審議会国語分科会が示したモデルカリキュラムに基

づく日本語教育人材の養成プログラムの開発と養成の実施

○日本語教育の現職者研修に関するカリキュラム開発事業
文化審議会国語分科会が示した教育内容に基づく現職者

研修のカリキュラム・プログラムの開発と研修の実施

日本語教育の人材養成及び
現職者研修カリキュラムの開発事業（新規）

30年度要求額 94百万円

日本語教育研究協議会等の開催

資料１



地域日本語教育
コーディネーター研修
（東西２か所）

地域における日本語教育プログラムの編成や
実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっ
ている者等，地域日本語教育を推進する中核的
人材に対する研修を実施。

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまとめ
た報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案

文化庁

外
国
人
を
日
本
社
会
の
一
員
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け
入
れ
、
社
会
か

ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
を
講
じ
て
い
く
必
要

背景・
課題

外
国
人
の
円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進

日
本
で
の
生
活
に
必
要
な
日
本
語
を
習
得

地域日本語教育実践プログラム

地域資源の活用・連携による
総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国

人の参加を促しつつ日本語教育を実施
する取組や，日本語教育に関する地域
における連携体制を構築・強化する取
組等を行う。

「標準的なカリキュラム案」等の活用
による取組

「生活者としての外国人」に対する標準

的なカリキュラム案等を活用し，地域の
実情・外国人の状況に応じた以下の取組
を行う。

○日本語教育の実施
○人材の育成
○教材の作成

プログラム（Ａ） プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）
・子育てや防災の取組との連携
・自治体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の
範囲

（２５年度予算額 １６４百
万円）

２６年度予定額 １５５百万円

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（29年度予算額 151百万円）
30年度要求額 119百万円
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●「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
●「未来投資戦略2017－Society5.0の実現に向けた改革－」平成29年6月9日閣議決定



「誰もが学べる日本語」推進事業

趣旨

日本語教室が開催されていない地域に居住している外国人は現在，約55万人おり，こういった地域に居住する外国人に日本語を学ぶ機会
を提供するために，日本語教室を開催したいと考えている自治体に対し，アドバイザーを派遣し，日本語教室が開設できるよう支援すると
ともに日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人にはインターネット等を活用した日本語学習教材（ＩＣＴ教材）を開発・提供する。ま
た，日本語教室がない自治体を対象に先進事例等を紹介する「空白地域解消推進協議会」を開催し，日本語教室設置を促す。
これらの取組を通して日本語学習環境の格差是正を図り，日本語教育を推進する。

●「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
●「未来投資戦略2017－Society5.0の実現に向けた改革－」平成29年6月9日閣議決定

事業概要

●地域日本語教育
プログラムの開発

●施策立案への助言

●関係機関との調整

○地域に日本語教室が開設
される，もしくは日本語
学習することにより，日
本語を習得する

○近隣住民とのコミュニ
ケーションが円滑になり
外国人が孤立することが
少なくなる

○地域住民の地域社会への参
画が増える

○地域住民（日本人・外国
人）が活躍，外国人の受
入れが円滑になる

○地域が活性化する

対象となる経費：アドバイザーへの謝金・旅費 等

日本語教育を
行う人材の育成

指導者養成プロ
グラムの開発，実
施に対する支援

日本語教室の
開設（試行）

日本語教室
の運営

自治体による取組

カリキュラム・教材
の開発に対する支
援

教室運営の安定
化に向けた支援

専門家チームに
よる3年サポート

地域日本語教育スタートアッププログラム

アドバイザー派遣のイメージ

（新 規）
30年度要求額 52百万円

空白地域解消推進協議会

日本語学習教材の開発・提供

【対象】

●自治体職員
●国際交流協会担当者

等

空白地域解
消の実践事
例紹介

地域資源活
用連携方法
等協議

インターネット

日本語学習
コンテンツ

教室に通えない日本語学習者

必要に応じて
サポート

（日本語教育コンテンツ共有システム）

日常生活に必要な日本語学習コンテンツの開発

登録

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル
語・スペイン語等多言語で提供
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日本語教育の人材養成及び現職者研修カリキュラムの開発事業

●外国人の日本語学習者が増加する一方で，日本語教育人材の数は横ばい。
●日本語教育人材の養成は，平成12年に提示した教育内容に沿って大学等において実施。
→養成において必要とされる教育内容は提示以来すでに17年を経過。
その間，日本語教育人材の活動分野や役割は一層多様化。

●日本語教育人材の現職研修については，必要な内容が確立されておらず，研修の機会が極めて
限られている。

文化審議会国語分科会が日本語教育人材の資質・能力の向上を図ることを目的として，平成29年度中に取りまとめる①「日本語教育人材
の養成に必要となる教育内容及びモデルカリキュラム」，②「現職日本語教員の研修に必要となる教育内容」の普及を図るため，これらに
基づく人材養成及び現職者研修のカリキュラム・プログラムの開発及び養成・研修の実施を公募・委託し実施する。これにより，日本語教
育の人材の質的向上及び日本語教育機関における教育水準の向上を図る。

●「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
●「未来投資戦略2017－Society5.0の実現に向けた改革－」平成29年6月9日閣議決定

現状と課題

●養成プログラム開発
（人材養成の教育内容及び
モデルカリキュラムを参考）

日本語教育人材養成

（新 規）
30年度要求額 94百万円

日本語教育人材の養成プログラムの開発・実施

プログラム開発委員会

●養成プログラム実施 ●評価・検証

養成講座開設・実施

●研修カリキュラム及
びプログラム開発
（現職者研修の教育内容
を参考）

カリキュラム・プログ
ラム開発委員会

現職者研修カリキュラム・プログラムの開発・実施

●現職日本語教員研
修実施 ●評価・検証

研修の実施

Plan

DoCheck

Action Plan

DoCheck

Action

趣旨

日本語教育人材の質の向上・日本語教育機関の教育水準の向上

養成の成果 研修の成果

文化審議会国語分科会から提示される，活動分野
や役割を考慮した養成・研修の内容やモデルカリ
キュラムに沿って日本語教育人材の養成・研修の
充実を図っていくことが必要。
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○平成24年5月28日に日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置。
（※日本語教育小委員会は文化審議会国語分科会に平成19年7月に設置。）
日本語教育を推進する意義等について再確認するための検討を行い，改めて「基本的な考え方」を整理。
その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の
効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の
ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語
能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア
について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国
と自治体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

○日本語教育小委員会において，論点を
「検討材料」として調査，ヒアリング等
を実施

○日本語教育小委員会以外にも，様々な
機会を生かして，関係機関・団体，都道
府県・市区町村等から１１の論点に関し
てデータ，意見を収集し，整理。

○平成26年1月31日に「日本語教育の推
進に当たっての主な論点に関する意見の
整理について（報告）」を取りまとめ。

○平成28年2月29日に「地域における日
本語教育の推進に向けて（報告）」を取り
まとめ

これまでの検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

平成28，29年度の審議予定

○論点５「日本語教育の資格について」，
論点６「日本語教員の養成・研修につい
て」を審議中。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議について

-５-



日本語教育小委員会における議論の論点

-６-

１．日本語教育人材に求められる資質・能力について
○文化庁が平成12 年に示した日本語教員養成における教育内容は，既に17 年を経過してい
る。その間日本語教育人材の活動分野や役割は一層多様化しており，日本語教育の実施機
関・団体によっても異なっている。

○日本語教育人材に求められる資質・能力も多様化しているが，それらの全ては示されてい
ない。

２．日本語教育人材の養成・研修の内容について
○大学や日本語教員養成機関において，日本語教員は，平成12 年教育内容に基づいて養成
がなされているが，具体的な教育内容は大学等の自主性に任されている。また，そのほか
の日本語指導者や日本語指導補助者，日本語教育コーディネーターなどは各機関・団体に
おいて独自の内容で養成・研修が行われており，養成した人材のスキルは機関・団体によ
り異なる。

○日本語指導者等養成・研修のノウハウを有していないことにより，人材養成，スキルアッ
プが十分行えない機関・団体もある。

日本語教育人材の活動分野・役割ごとに求められる資質・能力
及び養成・研修における教育内容等を示す方向で検討


